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大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置事業は、高齢者が自立して

安全かつ快適な生活を営むことができるよう配慮された高齢者ケア付市営

住宅及び都市基盤整備公団ケア付賃貸住宅（以下「ケア付住宅」という）

に生活援助員を配置し、生活相談、安否の確認、緊急時の対応等のサービ

スを提供することにより高齢者の在宅における生活を支援することを目的

とする。 

 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は大阪市とし、事業の運営については社会福祉

法人等に委託する。 

 

（ケア付住宅の入居対象者等） 

第３条 ケア付住宅の入居対象者は、60歳以上の単身者、60歳以上の夫婦の

みの高齢者世帯（夫婦のいずれか一方が60歳以上であればよい。）又は60

歳以上の親族からなる２名以上で構成する世帯で、次の各号に掲げるいず

れにも該当する者とする。ただし、大阪市長が住宅需要を鑑み特に必要と

認めるときは、障がい者（公営住宅施行令（昭和26年政令第240号）第６条

第１項第２号から第４号に掲げる者又は同条第２項第１号に規定する程度

の障がいがある者をいう。以下同じ。）の単身世帯、障がい者のみからな

る世帯、障がい者とその配偶者のみからなる世帯又は障がい者と高齢者（6

0歳以上）若しくは高齢者夫婦（夫婦のいずれか一方が60歳以上であればよ

い。）のみからなる世帯であって、独立して生活するには不安があると認

められるが、自炊が可能な程度の健康状態であるものを入居させることが

できる。 

（１）自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下や高齢等のた



め独立して生活するには不安があると認められること。  

（２）現に住宅に困窮しており、家族による援助が困難なこと。 

（３）高齢者ケア付市営住宅の場合にあっては、大阪市の公営住宅入居収入

基準に該当すること。独立行政法人都市再生機構ケア付賃貸住宅の場合

にあっては、独立行政法人都市再生機構の収入基準に該当すること。 

（４）高齢者ケア付市営住宅の場合、大阪市内に住民登録又は外国人登録を

していること。 

（５）家賃の支払能力があること。 

２ 市長は、ケア付住宅入居者が、本市の都合により本市が定めた転居先へ

居住することになった場合において、当該居住者が転居後も引き続き第６

条に基づく生活援助員からの支援を希望するときは、引き続きケア付住宅

の居住者とみなし、当該転居先住宅をケア付住宅とみなすことができる。  

３ 入居世帯の世帯主が前項の取扱いを希望する場合には、所定の様式を転

居日の14日前までに市長に提出する。  

 

（生活援助員の設置） 

第４条 生活援助員は、ケア付住宅戸数20戸ないし30戸に１人を標準として

設置する。 

２ 生活援助員の勤務体制は、原則として、ケア付住宅内に設置する生活援

助員用住宅への住み込みとする。 

３ 前項によるほか、生活援助員が老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５

条の３に規定する老人福祉施設に置かれている場合にあっては、生活援助

員の勤務体制は、ケア付住宅への訪問とすることができる。ただし、第６

条のサービス内容について対処できるものでなければならない。 

 

（生活援助員の要件） 

第５条 生活援助員は、次の各号の要件を備えている者のうちから選考する。 

（１）心身ともに健全であること。 

（２）高齢者の福祉に関し理解と熱意を有すること。 

（３）高齢者の生活相談、家事援助、緊急時の対応等を適切に実施する能力

を有すること。 

（４）高齢者ケア付市営住宅の場合にあっては、大阪市の公営住宅の入居条



件を満たすこと。独立行政法人都市再生機構ケア付賃貸住宅の場合にあ

っては、独立行政法人都市再生機構の入居条件を満たすこと。 

 

（生活援助員の役割） 

第６条 生活援助員は、ケア付住宅の居住者に対して次の各号に掲げる業務

を行う。 

（１）生活に関する相談 

（２）安否の確認 

（３）緊急通報時の対応 

（４）一時的家事援助等 

（５）関係機関との連絡調整 

（６）その他日常生活上必要な援助 

 

（生活援助員の身分） 

第７条 生活援助員は、本事業を運営する社会福祉法人等の職員とする。 

２ 生活援助員の勤務時間は、大阪市長が定める。 

 

（費用の負担） 

第８条 ケア付住宅の入居者は、別表の費用負担基準により費用を負担する。 

 

（関係機関との連携） 

第９条 生活援助員はケア付住宅の居住者に対する援助について、関係機関

並びに関係団体との連携を図るとともにこの事業を運営する社会福祉法人

等とも連絡調整を行う。 

 

（研修） 

第10条 生活援助員に対する研修は必要に応じて大阪市長が適宜実施する。 

 

（実施の細目） 

第11条 この要綱の実施について必要な事項は、福祉局長が別に定める。 

 

附 則 



 この要綱は平成３年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は平成11年３月１日から施行する。 

附 則                             

 この要綱は平成13年４月１日から施行する。 

附 則                             

 この要綱は平成19年４月１日から施行する。 

附 則                             

 この要綱は平成20年４月１日から施行する。 

附 則                             

 この要綱は平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は令和５年７月17日から施行する。 



別表 

 

 

費用負担基準 

家賃区分 入居者負担額（１ヶ月あたり） 

家賃区分１ 0 円 

家賃区分２ 2,600 円 

家賃区分３ 3,800 円 

家賃区分４以上 4,900 円 

※家賃区分については都市整備局住宅部管理課が毎年決定するものを準用する。                                             

 

 


